
暴風警報・暴風雪警報・特別警報等発令時の対応について（改訂版） 

 

 気象庁による新しい防災気象情報の運用が開始され、台風等異常気象時における対応につ

いて改正されたことに伴い、下記のように対応を変更いたします。 

 

記 

 

１１１１    「暴風警報」「暴風雪警報」「暴風警報」「暴風雪警報」「暴風警報」「暴風雪警報」「暴風警報」「暴風雪警報」についてについてについてについて    

（１）生徒が登校する以前に岡崎市に暴風警報・暴風雪警報が発表されている場合 

① 午前６時までに警報が解除された場合は、平常どおり授業を行う。 

② 午前１１時までに警報が解除された場合は、午後１時から授業を開始する。 

③ 午前１１時以降警報が継続されている場合は、臨時休業とする。 

上記①、②の場合においても、道路の冠水、河川の増水、積雪等により、お子様の通学

が困難だと保護者が判断された場合は、登校しない。その場合は、学校へその場合は、学校へその場合は、学校へその場合は、学校へ御御御御連絡連絡連絡連絡（（（（基本基本基本基本

的に、オンラインによる欠席連絡的に、オンラインによる欠席連絡的に、オンラインによる欠席連絡的に、オンラインによる欠席連絡）をお）をお）をお）をお願い願い願い願いしししします。ます。ます。ます。 

（２）生徒の登校後に岡崎市に暴風警報・暴風雪警報が発表された場合 

① 気象条件等を総合的に判断して、生徒が安全に帰宅できると認めた場合は、教師の 

指示で授業を中断して速やかに下校する。    

② 通学路が危険と認められるときや通学距離等により帰宅が困難と認められるときは、 

生徒の安全を校内において確保する。 

※必要があれば、保護者へ学校配信メールにて状況や迎えの依頼を知らせる。 

    

２２２２    「特別警報「特別警報「特別警報「特別警報（暴風・暴風雪）（暴風・暴風雪）（暴風・暴風雪）（暴風・暴風雪）」」」」についてについてについてについて    

（１）生徒の登校する以前に岡崎市に特別警報が発表されている場合 

① 登校しない。 

② 特別警報解除後も、学校は災害の状況及び気象・通学路の状況等に係る情報収集に 

努め、生徒が安全に登校できると判断できるまでは、生徒は登校しない。 

※特別警報解除後の登校については、学校配信メールで知らせる。 

（２）生徒の登校後に岡崎市に特別警報が発表された場合 

① 即刻、授業を中止し、生徒の生命及び安全を確保するため学校に留まり、校内の安全

な場所で待機する。 

 ※特別警報発令中、生徒は基本的に学校に留まる。必要があれば、保護者へ学校配

信メールにて状況を知らせる。 

② 特別警報解除後も災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況等に係る情報収集に

努め、生徒を安全に下校させうると判断できるまでは下校させない。 

  ※特別警報解除後、必要があれば、保護者へ学校配信メールにて迎えの依頼を知ら

せる。 

    

    

    

    

    

    



３３３３    防災気象情報「大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮」について防災気象情報「大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮」について防災気象情報「大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮」について防災気象情報「大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮」について 

 令和８年５月下旬から、以下のように新たな防災気象情報が運用されます。 

 

 

 

 

 

 

【気象庁ＨＰより】 

                               

（１）警戒レベル５相当「（大雨・大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮）特別警報」が発令さ

れた場合 

 ① 登校前に特別警報が発令された場合、登校しない。 

  ※特別警報解除後の登校については、学校配信メールで知らせる。 

② 登校後に特別警報が発令された場合、生徒の生命及び安全を確保するため学校に留ま

り、校内の安全な場所で待機する。 

※特別警報発令中、生徒は基本的に学校に留まる。必要があれば、保護者へ学校配信

メールにて状況を知らせる。 

（２）警戒レベル４相当「（大雨・大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮）危険警報」が発令さ

れた場合 

 ① 登校前に危険警報が発令された場合、登校しない。 

  ※危険警報解除後の登校については、学校配信メールで知らせる。 

② 登校後に危険警報が発令された場合、生徒の生命及び安全を確保するため学校に留ま

り、校内の安全な場所で待機する。 

※危険警報発令中、生徒は基本的に学校に留まる。必要があれば、保護者へ学校配信

メールにて状況を知らせる。 

（３）警戒レベル３相当「（大雨・大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮）警報」が発令された

場合 

 ・平常登校・通常通りの授業を行います。 

※道路の冠水、河川の増水、積雪等により、お子様の通学が困難だと保護者が判断さ

れた場合は、登校しない。その場合は、学校へその場合は、学校へその場合は、学校へその場合は、学校へ御御御御連絡連絡連絡連絡（基本的に、オンラインによ（基本的に、オンラインによ（基本的に、オンラインによ（基本的に、オンラインによ

る欠席連絡）をおる欠席連絡）をおる欠席連絡）をおる欠席連絡）をお願い願い願い願いしししします。ます。ます。ます。 

 

４４４４    「暴風警報」「暴風雪警報」及び「特別警報」が発表されていないが、大雨等「暴風警報」「暴風雪警報」及び「特別警報」が発表されていないが、大雨等「暴風警報」「暴風雪警報」及び「特別警報」が発表されていないが、大雨等「暴風警報」「暴風雪警報」及び「特別警報」が発表されていないが、大雨等のののの異常気異常気異常気異常気

象により象により象により象により、生徒下校時の、生徒下校時の、生徒下校時の、生徒下校時の安全確保安全確保安全確保安全確保に不安が生じたに不安が生じたに不安が生じたに不安が生じた場合場合場合場合の対応の対応の対応の対応    

① 安全に下校できるよう情報収集に努め、下校時間の繰り上げ、もしくは学校待機、引 

き渡しの有無等の指示を行う。 

② 通学路を見回り、学区の状況を把握し、下校の指示を行う。 

③ メールを活用し、対応の状況をこまめに配信する。 

④ 危機に遭遇した際に主体的に判断、行動し、自分の命を守れる生徒となるよう生徒の 

安全への意識を高める下校指導を行う。 


